
高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和５年１０月３１日 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長 黒 木 敏 之     

 

  高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、高鍋・木城地域において環境に配慮した農業及び農産物の生産

と品質の向上を図るため、有機ＪＡＳ認証の取得を目的として有機農業に取り組む

者に対し、予算の範囲内で高鍋・木城有機農業支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによ

る。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の対象となる者（以下、「補助事業者」という。）は、有機農業に取り

組む農業者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高鍋町又は木城町内に居住する個人 

(2) 高鍋町又は木城町内に事業所を有する法人及び団体 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 補助金の対象経費及び補助率については別表に定めるものとする。ただし、

国、県及びその他の団体等に本補助金と重複する補助金等の申請をしている場合は、

その金額を除した金額を補助対象経費とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、高鍋・木城有機農業推進協議会会長（以

下、「会長」という。）に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 事業費の詳細が分かる資料 

(3) その他会長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 会長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合は、その内

容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその決定の内容及

びこれに付した条件を記載した補助金交付決定書（様式第３号）により、当該補助

事業者に通知するものとする。 

２ 会長は、審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、速

やかに補助金不交付決定書（様式第４号）により、当該補助事業者に通知するもの

とする。 



 

（事業計画変更の承認申請） 

第６条 補助事業者は、事業内容の変更（軽微な変更は除く。）を行う場合は、速やか

に補助金変更交付申請書（様式第５号）を会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の申請に対し、補助金の交付決定額を変更すべきものと認めたとき

は、補助金変更交付決定書（様式第６号）により、当該補助事業者に通知するもの

とする。 

３ 会長は、第１項の申請に対し、補助金の交付額を変更することが不適当と認めた

ときは、補助金変更却下通知書（様式第７号）により、当該補助事業者に通知する

ものとする。 

４ 軽微な変更とは事業費における変更が 20％以内の範囲とする。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その事業を完了した日から起算

して 30 日以内に補助事業実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添え、会

長に提出しなければならない。 

(1) 講習会受講証明書（別表中１の申請を行う場合） 

(2) 有機ＪＡＳ認証書（別表中２、３の申請を行う場合） 

(3) 事業に要した経費に係る領収書 

(4) その他会長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第８条 会長は、前条の実績報告の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に

応じて検査を行い、適正であると認めるときは、補助金確定通知書（様式第９号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金は、前条に規定する通知をした後において交付する。ただし、会長が

特に必要と認めるときは、補助事業完了前に補助金の全額又は一部を交付すること

ができる。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付（概算払）請

求書（様式第 10号）を会長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第 10 条 会長は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、その旨を補助金交付

決定取消通知書（様式第 11号）により当該補助事業者等に通知するものとする。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、会長が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

すべき相当の行為等があったと認めたとき。 

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるも



のとする。 

（補助金の返還） 

第 11 条 会長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した

場合において、補助金の当該取り消し、又は変更した部分に関し、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（書類の保存） 

第12条 補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、

これを事業完了年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

（補足） 

第 13 条 この要綱の規定にかかわらず、法令の規定により特別の様式を用いる必要

があるものにあっては、別に定められた様式によることができる。 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

別表（第３条関係） 

補助対象経費 対象となるもの 補助率 補助上限額 

１ 講習受講料 

有機ＪＡＳ認証の申

請に必要な講習会の

受講に係る経費（旅

費は除く） 

県内機関 10/10 

なし 

県外機関 5/10 

２ 有機ＪＡＳ認証取得料 
有機ＪＡＳ認証の初

回の取得に係る費用 

県内機関 10/10 10万円 

県外機関 5/10 ５万円 

３ 有機ＪＡＳ認証更新料 
有機ＪＡＳ認証継続

に係る費用 

県内機関 10/10 ５万円 

県外機関 5/10 ３万円 

 ※1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

 ※各補助対象経費内に有機農業協会等の会費又は会費相当分が含まれる場合は、そ

の金額は補助対象外とする。 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

                                                         年  月  日 

 

 高鍋・木城有機農業推進協議会 会長 殿 

 

                                            住所 

                      氏名 

 

 

補助金交付申請書 

 

 次のとおり補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 事業名             年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

２ 補助事業の目的及び内容 別紙事業計画書のとおり 

３ 交付申請額                  円 

４ 事業費 

事業費 

財源内訳 

備考 協議会 

補助金 

その他の 

補助金 
自己財源 

     

 



様式第２号（第４条関係） 

 

事業計画書 

 

１ 申請者に関する情報 

申請者名
フ リ ガ ナ

 

 

（法人の場合は代表者名） 

住所  

電話番号  

ＦＡＸ  

メールアドレス  

 

２ 有機ＪＡＳ認証維持計画 

経営面積（a）  認証済面積（a）  

生産品目 
 

申請機関 

機関名 

所在地（都道府県） 

認証取得（予定）日 年   月   日 

認証更新日 年   月   日 

次回更新時期 年   月 

 

３ 申請内容 

講習受講料 ☐  有機ＪＡＳ認証取得料 ☐  有機ＪＡＳ認証更新料 ☐ 

事業費 円 申請額 円 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

             様 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長             

 

 

補助金交付決定書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり

決定したので、高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱第５条の規定により通

知します。 

 

 

１ 事 業 名       年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

 

２ 交付金額             円 

 

３ 条  件   高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱を順守するものと

する 

  



様式第４号（第５条関係） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

             様 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長             

 

 

補助金不交付決定書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり

不交付とすることを決定したので、高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱第

５条第２項の規定により通知します。 

 

 

１ 事 業 名       年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

 

２ 交付金額             円 

 

３ 不交付決定理由    

  



様式第５号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 高鍋・木城有機農業推進協議会 会長 殿 

 

                                             住所 

                       氏名 

 

 

補助金変更交付申請書 

 

 

 次のとおり補助金の変更をしたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業名             年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

２ 補助金交付決定済額              円 

３ 変更額                    円（増額・減額） 

４ 変更交付額                  円 

５ 変更理由 

 

６ 事業費（変更前を下段に、変更後を上段に（ ）書きで記入） 

事業費 

財源内訳 

備考 協議会 

補助金 

その他の 

補助金 
自己財源 

     

 



様式第６号（第６条関係） 

 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

             様 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長             

 

 

補助金変更交付決定書 

 

 

    年  月  日付けをもって交付決定をした下記の補助金については、事

情の変更により次のとおり当該決定の額を変更したので、高鍋・木城有機農業支援

事業補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

 

１ 事 業 名       年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

 

２ 交 付 決 定 額             円 

 

３ 変 更 増 減 額             円（増額・減額） 

 

４ 変更交付決定額             円 

  



様式第７号（第６条関係） 

 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

             様 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長             

 

 

補助金変更交付却下通知書 

 

 

    年  月  日付けをもって交付決定をした下記の補助金については、当

該決定の額を変更しないことと決定したので、高鍋・木城有機農業支援事業補助金

交付要綱第６条第３項の規定により通知します。 

 

 

１ 事 業 名         年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

 

２ 交付決定額               円 

 

３ 却下理由  

  



様式第８号（第７条関係） 

 

                                                         年  月  日 

 

 高鍋・木城有機農業推進協議会 会長 殿 

 

                                           住所 

                       氏名 

 

 

補助金実績報告書 

 

 補助事業が完了しましたので、その実績を次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業名             年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

 

２ 
決定年月日

及 び 番 号
         年  月  日付け高・木有推協－ 

 

３ 交付決定額                  円 

 

４ 事業期間  着手      年  月  日 

        完了      年  月  日 

 

５ 事業費明細 

経費の明細 金額 

左の財源内訳 

協議会補助金 その他の補助金 自己財源 

     

合計     

 



様式第９号（第８条関係） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

             様 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長             

 

 

補助金確定通知書 

 

 

    年  月  日付けで交付決定をした    年度高鍋・木城有機農業支

援事業補助金については、高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱第８条の規

定によりその額を次のとおり確定したので、同条の規定により通知します。 

 

 

１ 交付決定額             円 

 

２ 交付確定額             円 

  



様式第 10号（第９条関係） 

 

                                                         年  月  日 

 

 高鍋・木城有機農業推進協議会 会長 殿 

 

                                             住所 

                       氏名 

 

 

補助金交付（概算払）請求書 

 

 補助金を次のとおり（概算）請求します。 

 

記 

 

１ 請求額              円 

  ただし、    年度高鍋・木城有機農業支援事業補助金 

 

２ 振込先金融機関名 

  金融機関名・支店名 

  口座種類      普通 ・ 当座 ・ その他 

  口座番号 

  口座名義 

  



様式第 11号（第 10条関係） 

 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

             様 

 

高鍋・木城有機農業推進協議会 

会長             

 

 

補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付けで交付決定のあった    年度高鍋・木城有機農業

支援事業補助金については、高鍋・木城有機農業支援事業補助金交付要綱第 10条の

規定により、その補助金の交付の決定の全部（一部）を取り消します。 

 

 

 


